
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
名
称
の

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
qqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約

款
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

い
ろ
は
薬
局

む
つ
市
横
迎
町
二
丁
目
一
の
八

令
和四･
四･
一

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
弘
前
岩
木

店

弘
前
市
大
字
一
町
田
字
村
元
七
一
二
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
弘
前
岩
木

店

弘
前
市
大
字
一
町
田
字
村
元
七
一
二
の
一

令
和四･
四･
一

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
十
九
条
の
十
九
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
四
百
五
十
号

令
和
四
年四

月
二
十
日

（
水
曜
日
）



令
和
四
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

弘
前
病
院

弘
前
市
大
字
富
野
町
一

令
和四･
四･
一

変
更
後

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

弘
前
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療

及
び
更
生
医
療
）
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

弘
前
病
院

弘
前
市
大
字
富
野
町
一

令
和四･
四･
一

変
更
後

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

弘
前
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
（
平
成
３
１
年
３
月
青
森
県
告
示
第
２
２
１
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

特
記
事
項
中
「
令
和
４
年
３
月
３
１
日
」
を
「
令
和
５
年
３
月
３
１
日
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
契
約
約
款
は
、
令
和
４
年
４
月
２
０
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
四
年
四
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

永
井

信
昭

青
森
市

青
森
市
大
字
金
浜
字
船
岡
三
七
九
ほ
か
二
筆

永
井

信
昭

青
森
市

青
森
市
大
字
金
浜
字
船
岡
三
八
一
の
一
ほ
か

四
筆

金
井

直
也

青
森
市

青
森
市
大
字
三
本
木
字
川
崎
二
五
三
ほ
か
十

一
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
一
九
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
浪
岡
大
字
下
十
川
字
扇
田
二
四
五
の

一
ほ
か
二
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
西
田
沢
字
沖
津
五
三
一
ほ
か
一

筆
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株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
清
水
字
生
田
二
五
七
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
西
田
沢
字
沖
津
五
四
二
ほ
か
三

筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
油
川
字
実
法
一
〇
二
の
一
ほ
か

一
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
奥
内
字
平
塚
五
二
五
の
一
ほ
か

三
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
西
田
沢
字
沖
津
二
六
八
の
一

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
羽
白
字
富
田
一
〇
七
の
一

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
九
〇
の
一
ほ
か

一
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
一
八
の
三
ほ
か
二

筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
浪
岡
大
字
下
十
川
字
扇
田
二
七
九
の

一
ほ
か
二
筆

湊

徹
也

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
松
野
木
字
小
湊
越
二

〇
の
一
〇
二

株
式
会
社
エ
ム
ケ
イ

商
事

弘
前
市

弘
前
市
大
字
熊
嶋
字
里
見
一
八
七
ほ
か
五
筆

株
式
会
社
あ
お
も
り

里
山
フ
ァ
ー
ム

黒
石
市

黒
石
市
大
字
黒
石
字
浄
光
寺
一
〇
の
二

櫻
田

渉

平
川
市

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
原
田
二
八
〇

櫻
田

渉

平
川
市

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
原
田
二
八
二
ほ
か

一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
山
崎
川
原
三

四
の
二
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
二
七
の
一

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
段
ノ
越
四
二

の
一

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
山
崎
川
原
三

二
の
一
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
六
一
の
一
ほ
か
二
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
山
崎
川
原
二

六
の
一

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
大
沢
尻
五
六

の
二
ほ
か
二
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
九
一
の
一
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
七
七

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
五
一
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
九
〇
の
一

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
七
八
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
八
二
の
二
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
二
八
ほ
か
六
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
三
三
の
三

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
八
七

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
粒
ケ
谷
地
下

谷
地
八
三
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
KAWACHO

RICE

三
沢
市

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
山
崎
川
原
二

六
の
七

合
同
会
社
大
地

三
戸
郡
階
上
町

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
東
平
四
七
の

一
ほ
か
一
筆

濱
田

浩
平

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀
野
一
〇
六
〇

の
一
ほ
か
一
筆
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株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀
野
九
一
一
ほ

か
十
二
筆

株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀
野
九
八
三
の

一
ほ
か
八
筆

株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
駒
留
三
六
三
ほ
か

四
筆

株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
萩
元
一
〇
二
一
ほ

か
二
筆

株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
萩
元
八
五
一

株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
中
柏
木
鎧
石
四
四
六
の

一
ほ
か
二
十
六
筆

株
式
会
社
な
る
み
農

場

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀
野
八
八
八
の

一
ほ
か
十
六
筆

山
崎

伸
哉

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
千
歳
森
三
四
九
の

一
ほ
か
七
筆

山
崎

伸
哉

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
千
歳
森
二
五
五
ほ

か
一
筆

十
和
田
ア
グ
リ
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
一
四
七
の
三
二

一

十
和
田
ア
グ
リ
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
一
四
七
の
一
六

七

十
和
田
ア
グ
リ
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
一
四
七
の
二
四

六

力
石

健
市

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
堤
頭
二
二
六
ほ
か
一

筆

西
野

勇
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
橋
ノ
上
八
二
の
一
ほ
か
二

筆

大
久
保

大
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
畑
刈
下
一
〇
ほ

か
八
筆

大
久
保

大
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
畑
刈
下
三
九
ほ

か
一
筆

田
中

豊
日

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
小
前
谷
地
二
七
ほ
か
十

五
筆
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


